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軽油引取税の当分の間税率（旧暫定税率）廃止に伴う手続き等について

　毎々格別ご協力をたまわり誠にありがとうございます。
　さて首題の件については「４月１日廃止」の法案が審議されております。
　これを受け、全石連では資源エネルギー庁との協議を経て、委託販売契約を結ぶ販売業者と特別徴収義務者の双方が行うべき事務手続きに関する「Ｑ＆Ａ」を作成いたしました。またこのＱ＆Ａは、総務省から都道府県担当部局にも送付される予定です。
　つきましては、今後の重要ポイントについて以下のとおりご案内申し上げますので、確実な管理とお手続きを行っていただきますようよろしくお願い申し上げます。

●３月末在庫の課税(委託販売契約を締結している場合)
　□販売業者が仕入れた旧税率分（32.1円）の３月末在庫を４月１日以降に販売する
際の税率は新税率（15.0円）が適用
　□販売業者の３月末在庫のカブリを回避するための措置が必要
	　　納税申告額（例）
　委託販売分の
	３月中に特別徴収義務者→販売業者へ15KL販売（卸）
販売業者は３月中に10KL販売し、5KLの月末在庫
３月の委託販売分に係る申告数量は「10KL×32.1円」
在庫は４月販売分として申告「5KL×15.0円」

	
	３月分の納付税額：10KL×32.1円＝321,000円
４月分の納付税額：5KL×15.0円＝75,000円

	
	＊３月分（15KL）の差額調整
・従来：15KL×32.1円＝481,500円…①
・今回：（10KL×32.1円）＋（5KL×15.0円）＝396,000円…②
　　　➡①と②の差額▲85,500円の返金or仕入相殺等により調整



●販売業者／特別徴収義務者の必要な手続き
【販売業者の手続き】
□３月中に引き取った軽油の仕入・販売・在庫の各数量を把握（仕入先毎）
※重要：在庫管理台帳や定期点検記録簿等を提出
□４月１日以降の販売量を翌月１０日まで特別徴収義務者へ報告（在庫軽油を４月
末日前に完売した場合は、完売後速やかに）
【特別徴収義務者の手続き】
□販売業者（委託販売先）から報告／提出される在庫量・販売量の把握
　　　※在庫の払い出しは「先入先出法」
　□軽油引取税を申告の際、「委託販売数量明細書」、販売業者から提出される「在庫
管理台帳や定期点検記録簿の写し」および「委託販売契約書写し」が必要（３月
分を申告する際は委託販売先の月末在庫を除いた数量で申告）
　　　※委託販売先の３月末在庫が完売した後の申告方法は従来通り

◎当組合ホームページにＱ＆Ａの他、総務省文書、申告様式等を掲載いたしました
のでご参照願います。
以上
